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１  はじめに  

 

西東京市（以下「市」という。） では、少子高齢化の進行やライフスタイル・価値観の多

様化等に伴い、地域を取り巻く状況が変化し、 さまざま な課題が生じる中で、行政サービ

スにおけるエリア（圏域）設定の再構築を 西東京市第 2 次総合計画（後期基本計画）に位

置付けました。  

 

その後、西東京市第3 次基本構想・基本計画（以下「 第３次総合計画」という。） の策

定においては、「子どもが『ど真ん中』のまちづくり」の推進を掲げ、学校教育の環境整備

を優先し、学校の更新時には、学校が地域の核となるような機能を持たせるという考えか

ら、エリア（圏域）設定の再構築は 「 中学校区1」 を単位として設定しました。  

 

また、 市では、「学校が地域のキーステーション」であるとの認識の 下、「学校を核とし

たまちづくり 2」を進めており、学校には多様な世代や属性の人が集う「きっかけ」や、災

害時における防災拠点等の多様な機能があることから、歩いていける距離や市内全体の公

共施設の配置バランス等を考慮しつつ、「中学校区」 においてまちづくりを進めていくこ

ととしました。  

 

このような 経緯から、市では「西東京市立中学校施設を都市計画における都市施設へ位

置付ける方針3（以下「位置付ける方針」という。） 」を 踏まえながら 、中学校施設を地域の

核として位置付け、都市計画との整合性を図りつつ、地域のまちづくりを推進してい きま

す。  

 

 
1 中学校区：歩いていける距離や市内全体の公共施設の配置バランス等を考慮し、中学校を中心とした半径1,200m 程度の範囲を

いう。  
2 学校を核としたまちづくり ：将来にわたり地域の核となる中学校を中心として、既存の行政サービスを活かし補完しつつ、既存

のコミュニティやネットワークとも連携、協力す ることで、子ども・若者をはじめ、さまざまな住民とともに、誰もが住み慣れた地

域で安心して暮らすことができるまちづくり  
3 西東京市立中学校施設を都市計画における都市施設へ位置付ける方針（令和 6年12 月策定）： 中学校施設の更新を機に、学校を

核としたまちづくりを推進しつつ、公共施設分野と教育分野の調整・整合を横断的に図ることで得られる地域課題の解決をまちづく

りの視点から補完するため、都市計画等の活用に関する基本的な考え方を示す方針 
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２  構想の趣旨  

 

市では、「学校が地域のキーステーション」であるとの認識の下、田無第三中学校の建

替えを契機として、学校施設と他の公共施設との複合化・ 多機能化・集約化（以下「複合

化等）という。」 を視野に入れた施設更新を進め、学校施設の地域利用を促進するととも

に、学校周辺のまちづくりを 推進しています。  

中学校区では、身近な相談窓口の設置による「相談機能の強化」、コミュニティの形成

及び活性化のための「コーディネート機能の充実」、さまざまな人や主体が交流するため

の年齢を問わない「居場所の確保」、誰もが生きがいやつながりづくりができる「社会参

加の機会創出」、心と体のための「健康づくり（運動）の推進」といった行政サービス機能

を展開していきます。  

また、中学校が地域の多様な世代や属性の人が集い、交流・活動できる施設となるよう、

学校教育の環境を維持・向上しつつ、複合化等を視野に施設更新を進めていきます。 

中学校周辺においては、学校施設の建替え等の機会を捉え、更なるコミュニティの形成

を目指すため、学校施設のあり方と、まちづくりのルールを検討するとともに、必要に応

じて用途地域等についても検討し、住環境・防災性の向上を目指します。  

これらの取組は、既存の行政サービスを活かし補完しつつ、既存コミュニティやネット

ワークとも連携・協力することで、子ども・若者をはじめ、さまざまな住民とともに、「誰

もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるまちづくり」の仕組みを構築すること

を目的としています。  

そのため、市では「田無第三中学校周辺エリア構想（以下「三中エリア構想」という。）」

を策定します。  

この構想は、地域特性や市民の皆様の想い各種計画との整合性を図りつつ、地域単位で

のまちづくりを推進するための具体的な方針として位置 付けます。  
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３  構想の位置付け  

 

三中エリア構想は、多様化・複雑化する地域課題を背景に、地域市民や団体と市が連携・

協働しながらまちづくりの方向性を示すものであり、老朽化 する学校施設の更新を機に、

教育環境の向上を図りつつ、学校施設を複合化等することで 、地域の居場所や社会参加の

機会を創出するとともに、 第３次総合計画に掲げられた「地域のキーステーション 」 とし

ての役割を具体化し、公共施設等総合管理計画（公共施設再編計画）、教育計画（学校施設

個別施設計画）、都市計画マスタープラン 等各分野の方針と整合を図りながら、これら上

位計画の中で地域単位のまちづくりを推進する施策として位置付ける構想です。 

そのため、本構想は、位置付ける方針に基づき、田無第三中学校の建替えを機に、複合

化等により公益性を高め、教育環境を確保しつつ、地域住民にとっても将来にわたり地域

の核となるように定め ます。  

 

《  三中エリア 構想の上位計画 》  

第３次 総合計画 

公共施設等総合管理計画 

 ●施設の複合化 等及び再編整備

の方針を示す、公共資産の最適

活用の指針 

教育計画等 

 ●学校を地域の拠点とする、学び

と地域連携の推進基盤  

都市計画マスタープラン  

 ●土地利用や都市機能配置の方

向性を示す、空間的なまちづく

りの骨格  
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４  対象エリア  

田無第三中学校周辺エリア  

市では、建築後65 年程度を目標に学校の建替えの検討を進めており、その機会に行

政サービス機能や地域コミュニティ の拠点として複合化等を検討しています。  

中学校区を「歩いて行ける距離」と 想定すると、 歩いて行ける距離で行政サービス機

能等を受けられることになります。  

このことを考慮し、建築年が一番古い学校である 田無第三中学校を核として 、以下

のとおり 田無第三中学校周辺エリア（以下「三中エリア」という。） を設定し、この範

囲内で行政サービス機能の展開を検討することとします。  

中学校から 1,200m  

東久留米市 

小平市 

市境 

三中エリアの範囲  
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田無第三中学校通学区域の土地利用分類 

三中エリア構想において、中学校区の範囲でまちづくりを検討するに当たっては、

範囲内の土地利用の違いから、全体を一律に構想するのは難しい状況です。 

そのため、土地利用の分析においては、地形地物で区域を分ける必要があるため、三

中エリア 内の田無第三中学校通学区域（以下 「 通学区域」 という。） を土地利用の分類

ごとに検討しています。  

通学区域における現況の土地利用分類とゾーン分け  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 通学区域は西東京市西部に位置し、範囲には西原町・芝久保町・田無町・緑町が入り、

面積は約156.8ha  

⚫ 最寄り駅は西武新宿線田無駅であるが、駅が近く歩ける範囲は田無町五丁目が中心 

西原町

芝久保町

緑町

田無町

■田無第三中学校

広域幹線道路付近： 沿道ゾーン  

新青梅街道が中央を東西に通り、区

域を北側と南側に分 けている。  

北側西部：文教ゾーン  

住宅団地、教育施設、公園が 集まっている。  

北側最北部：市街地形成ゾーン  

新所沢街道が整備され、低層住宅地と農地 がある。  

既に策定された地区計画に基づき、

良好な住環境形成が図られている 。  

北側東部：農地共存ゾーン  

多くの農地があり、低層住宅地

と共存している。  

南側西部：住宅・準工 形成ゾーン  

低層住宅地が中心で一部倉庫等が立地

する。  

南側東部：商業・住宅共生ゾーン  

田無駅に近く、マンション・商業施設が立地する 。  

西原町 
緑町 
芝久保町 
田無町 
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土地利用分類とゾーンにおける現況と特徴 

通学区域における土地利用分類の現況と特徴を土地利用現況調査等の結果から以下の

とおり 整理しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ ～２ ： 北側西部に位置する西原自然公園はみどりの中心地として、 西原総合教育施設
は地域の交流拠点として、 三中エリアの まちづくりにおいて重要な 場所です。  次
項以降（ P７ ～８ ） に西原自然公園の成り立ち 及び西原総合教育施設の土地利用に
おける今後の検討について 記載します。  

※３ ： 文華女子高等学校は、令和 8 年 4 月から東京文華高等学校に名称変更されます。
（次頁以降同様）  

分類 現況及び特徴 

広域幹線道路

付近 

(沿道ゾーン) 

広域幹線道路である新青梅街道（西東京都市計画道路3･5･4 号線：幅

員 18m、 ４ 車線）が通り、その沿道にはロードサイド型の店舗・営業

所や、マンション等が多く立地しており、当該通学区域を南北に大き

く区分する沿道を形成しています。  

また、市境にはスカイタワー西東京があり、その隣にある多摩六都科

学館とともに、地域のランドマークとなっています。  

北側最北部 

(市街地形成

ゾーン) 

新所沢街道（西東京都市計画道路3･4･9 号線： 幅員16m、 2 車線)の

沿道北側の西原町五丁目は、都営アパートや低層マンション、戸建住

宅、農地等が混在する市街地を形成しています。  

北側西部 

(文教ゾーン) 

新青梅街道の北側で、田無第三中学校（面積1.56ha）が位置する 西原

町三・四丁目は、住宅団地（西原グリーンハイツ 住宅団地、公社西原

団地）、西原自然公園※１、西原総合教育施設※２、文華女子高等学校等※３

が大きな土地利用を占める住宅団地と拠点的な緑地及び教育施設によ

る緑豊かな文教施設が集まっています。  

北側東部 

(農地共存 

ゾーン) 

田無第三中学校と鎌倉街道東側の西原町一・二丁目付近は、農地（生

産緑地）が多く、住宅地に農地が身近にあり共存しています。  

南側西部 

(住宅・準工

形成ゾーン) 

南側西部の芝久保町四・五丁目は、花小金井駅から0.8から 1.5ｋｍ

圏に位置し、戸建住宅地の中に共同住宅や農地が散在する低層住宅市

街地を形成しています。また、芝久保町五丁目の東側（田無駅から  

１ｋ m 程度、花小金井駅から 1.5km 程度）には 、用途地域が準工業地

域のため倉庫・工場も見受けられる住宅地を形成しています。  

南側東部 

(商業・住宅

共生ゾーン) 

新青梅街道の南東側の田無駅から1ｋｍ圏内程度の田無町五・七丁目

付近は、市の中心拠点の1 つである「田無駅周辺拠点」から連なる駅

徒歩圏内の住宅市街地として、マンション等共同住宅と戸建てを中心

に、商業施設や併用住宅等も立地しています。また、田無駅から 0.5

から１ｋｍ付近では、都営アパートと農地も散在する市街地から住宅

地と商業が共生しています。  

 



7 

 

西原自然公園の成り立ち  

西原町三・ 四丁目に位置する西原樹林（現・西原自然公園）は、古くから続く自然林で、

かつてはカッコウが鳴く豊かな生態系 であり、武蔵野の文化的景観を有していました。  

しかし、昭和 30 年代以降の多摩地域の急速な開発により、緑地が失われる危機に直面

しました。  

昭和 47 年には開発調査が始まり、昭和 49 年以降、市民団体による保護運動が活発化

しました。  

昭和52 年には「西原四丁目団地説明会」が開催され、団地建設に関する協議が進めら

れました。  

その後、「西原四丁目団地建設の工事施工に関する協定書」が交わされ、樹林の保護管

理体制や利用方針が明確化されました。 

協定では、遊歩道利用の制限、病虫害管理、本数密度管理等、樹林の健全な育成を図る

取組が示されています。さらに、住宅公団の募集案内書には「街並み協定」「雨水処理施

設」「みどりの協定」 等が盛り込まれ、団地と樹林の共存を図る仕組みが整えられました。  

旧田無市は「生産緑地及び山林保全要項」を制定し、緑の減少を抑制するため、昭和 53

年に西原緑地を都市計画緑地として都市計画決定しました。  

こうした取組の結果、 住宅団地の名称は「西原グリーンハイツ 住宅団地」となり、公募

により西原樹林は「西原自然公園」と命名されました。  

これらの歴史的経緯は、地域における自然と共生するまちづくりの理念を育み、現在の

市のまちづくりにもつながっています。  

西原自然公園は、地域住民や関係者が長年にわたり協力して保護活動を続けてきた象徴

的な場所であり、三中エリア構想においても、こうした地域資源と住民の 想いを踏まえな

がら、 学校を核とした まちづくりを目指していきます。  
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西原総合教育施設の現状と 敷地の利用方法の検討について  

西原総合教育施設は、社会福祉法人、地域包括支援センターや総合型地域スポーツク

ラブ等の団体が利用し、会議室等を備え、地域の交流拠点として長年活用されてきまし

たが、 建築後45 年を迎え、法定耐用年数である建築後50 年に近づいています。 

直近の簡易劣化診断の結果では、校舎の健全度が100 点中 29 点と著しく低く、これ

まで大規模改修も行われていないことから、長寿命化改修や建替えは難しく法定耐用年

数を目安に解体することが想定されます。  

また、建替えに当たっては、建築基準法第86 条第1 項に規定する一団地認定を受け

ており、 地権者との合意形成や現況建築の調査に伴う費用負担等、多大な課題整理が伴

うため、 西東京市教育委員会では、今後の長期的な施設利用を想定せず、教育財産とし

ては廃止する方向で決定しました。  

このこと により、西原総合教育施設の解体後は、新たに活用できる敷地の創出が想定

されます。  

三中エリア構想では、西原総合教育施設が、みどりに囲まれた敷地、地域コミュニテ

ィの場、スポーツや文化活動の場、防災機能等、多様な可能性と地域資源を有する副次

的拠点として位置付け、計画的な活用を検討します。  

将来的な敷地の方向性は、西原総合教育施設の解体を想定しつつ、 三中エリア構想に

おいて検討を重ねながら、地域の暮らしをより豊かにするための具体的な 方策につなげ

ます。  
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三中エリアの拠点 を有するゾーン  

通学区域における各ゾーンの内、北側西部には、田無第三中学校が位置し、西原

自然公園、西原総合教育施設、文華女子高等学校が立地した文教施設が集まった区

域であり、この区域を 「文教ゾーン」として捉え、 土地利用を分析します。  

公共施設である西原総合教育施設、 けやき保育園、西原北児童館及びけやき第二

学童クラブは、老朽化が進み、田無第三中学校との複合化等をする方向性としてい

ます。  

これら の敷地は、田無第三中学校とともに、地域コミュニティ形成が図れ、行政

サービス機能を展開することで 、地域活動の場として 利用され、建替わる田無第三

中学校とともに、 地域の拠点となることが考えられます 。  

このようなことから、 文教ゾーンは、三中エリアの中で、この 2 つの公共公益拠

点を有するゾーンとなります。  

 

 

 

 

出典：東京都都市整備局  令和４年度土地利用現況図  

凡 例 地域の拠点となることが考えられる公共施設  

独立住宅 
集合住宅 
併用住宅 
教育文化施設 
公共公益施設 
商業業務施設 

工場・倉庫等 
道路 
公園・運動場等 
農地 
その他の緑地 
駐車場・低未利用地等 

● 

文教ゾーン  

西原総合教育施設 ● 

西原自然公園  

けやき第二学童クラブ

けやき保育園  
西原北児童館 
けやき第二学童クラブ  

●● 田無第三中学校 

文教ゾーンの範囲及び現況図  
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核エリア の設定 

前述したこれまでの区域等から、 田無第三中学校の建替えに伴う公共施設の複合化

等や行政サービス機能の展開を踏まえ、今後、土地利用の転換が見込まれる範囲とし

て文教ゾーンを「核エリア」として設定しま す。 この核エリアにおいて、効果的な土

地利用を一体的に検討します。 

このような考えの基 に、中学校区の住民が歩いて核エリアに集い、行政サービス機

能等を受けられる仕組みを目標とすることから、三中エリア構想は核エリア を中心に

検討し、核エリアの検討がエリア全体のまちづくりの推進につながります。  

また、 2 つの公共公益拠点を有し、文教施設と良好な住環境が集まっている核エリ

アは、三中エリア構想の実現に向けた手法の1 つである都市計画を検討する際の区域

として想定します。  

中学校から 1,200m  

東久留米市 

小平市 

核エリア  

三中エリア  

三中エリアと核エリアの範囲  

東久留米市 

西原町四丁目 

西原町三丁目 

核エリア  

けやき保育園 
西原北児童館 
けやき第二学童クラブ 

西原総合教育施設 

西原自然公園 

公社西原団地 

文華女子高等学校 
 

西原グリーン  
ハイツ  
住宅団地 

田無第三中学校 

核エリアの拡大図  
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５  構想の主な視点 

 

三中エリア構想は、市の最上位計画である第３次総合計画において、計画を推進するた

めの考え方の1 つとして示す「エリア（圏域）における取組の推進（ 学校を核としたまち

づくり ）」 に基づき、行政サービス機能の展開、公共施設の再編（複合化等）、学校施設の

建替え・有効活用の分野横断的な視点から、エリア（圏域） における地域特性を考慮した

現状・課題、目指すべき将来像やまちづくりの実現に向けた 方向性を地域の皆様との協働

で整理したものです。  

今後も各中学校の建替えを契機に、地域特性を考慮したエリア構想を地域の皆様と 連

携・ 協働で検討していきます。  

 

第３次 総合計画における 計画を推進するための考え方  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 エリア（圏域）における取組の推進（学校を核とした まちづくり） 」  

 

三中エリア構想

３つの基本的な考え方を

柱にした仕組みづくり

行政サービス

機能の展開

公共施設の

再編

学校施設の
建替え・
有効活用
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行政サービス機能の展開に期待される効果  

身近な相談窓口による「相談機能の強化」、コミュニティの形成及び活性化のた

めの「コーディネート機能の充実」、さまざまな人や主体が交流するための年齢を

問わない「居場所の確保」、誰もが生きがいやつながりづくりができる「社会参加

機会の創出」、心と体のための「健康づくり（運動）の推進」といった行政サービ

ス機能を展開していきます。  

 

 

 

 

田無第三中学校の建替え 

田無第三中学校の建替えに当たり設定された将来像及び建替コンセプトについて

は、田無第三中学校建替協議会にて協議され、以下のとおり 決定しました 。  

 

 

「～世代がつながる新たな探求と創造の杜～」  

 

 

◼ 安全性を兼ね備えた地域に開かれた学校づくり 

◼ 時代のニーズに応じた多様な学びができる学校づくり  

◼ 同世代や世代間のふれあいを創出する学校づくり 

◼ 環境を考慮した快適な学校づくり  

 

期待される効果  

■ 困りごとの解決  

■ 地域課題の把握 

■ 生涯学習の推進 

■ 生きがい の創出 

■ 心身の健康 

■ 地域利用（地域の拠点）  

５つの行政サービス  

を展開します。  

田無第三中学校の将来像 

建替コンセプト  
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田無第三中学校建替えにおける将来像及び 建替コンセプトの図示  
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通学区域内の公共施設配置 

田無第三中学校は築62 年を迎え、周辺の公共施設も築40 年以上が経過し老朽化が

進んでいます。  

個別に更新する場合、膨大な財政負担と非効率な運営が課題となるため、市では

「学校を核としたまちづくり」の考え方に基づき、 田無第三中学校の建替えを機に機

能を中学校へ集約し、複合化等を推進します。  

  

■・・・・優先検討施設 

□・・・・その他の施設  

（ R● ）  ・・・・耐用年数到達年 

＜凡例＞ 

■・・・・通学区域

《西原総合教育施設》  

築年数： 44 年 
敷地面積： 13,199.95 ㎡ 
延べ面積： 5,472.48 ㎡ 

《芝久保図書館・公民館》  

敷地面積： 775.16 ㎡  
延べ面積： 1599.47 ㎡ 

《けやき保育園》  

築年数： 44 年 
敷地面積： 2,434.30 ㎡ 
延べ面積： 651.54 ㎡ 

《西原北児童館・けやき第二学童クラブ》  

築年数： 44 年 
敷地面積： 1,148 ㎡ 
延べ面積： 576.29 ㎡ 

現況公共施設配置図 

※住民等関係者のみ利用できる空地を含みます。 
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田無第三中学校の建替えに伴う 周辺公共施設との 複合化等 

田無第三中学校周辺エリアにおける公共施設の再編を検討し、田無第三中学校へ複合

化等を実施する施設・機能について、以下のとおり の方向性としました 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この方向性で整理した施設・機能については、 施設内のフロア配置及びゾーニング、

敷地内の施設配置等西東京市教育委員会で設置する田無第三中学校建替協議会において

検討が進められました 。  

 

今後は、田無第三中学校 における建替え の検討に合わせて、施設内のゾーニン

グ等の計画が進められます。  

出典：西東京市立田無第三中学校建替協議会基本構想・基本計画検討結果報告書 

田無町市民集会所 

芝久保第二市民集会所 

けやき保育園（地域子育て  
支援センター）  

西原北児童館 

西原町地域包括支援センター  

相談窓口・交流スペース  

防災備蓄倉庫 

施設・ 機能 期待される効果  

さまざまな方が活動しやすい拠点づくり  

園児の安全、育成に資する環境づくり  

乳幼児から中高生まで幅広い年代の子どもたち
の居場所と交流の場の創出  

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすため
の総合支援 

・身近な相談窓口体制の充実  
・多世代交流の場の創出  

防災の強化 
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学校施設の地域利用の基本的な考え方  

学校施設については、西東京市教育委員会において、地域コミュニティの醸成や生涯

学習の推進、子どもから大人まで身近な学びや集いの場であることを前提として、地域

利用の促進を図ることを 基本的な考え方として示されております。  

また、 この考え方に基づいて、今後の学校施設の建替えに際しては、校庭、体育館、

特別教室、学校プール、図書室（学校図書館）を地域利用に供することが可能となるよ

う、物理的な区分け等によりダイレクトにアクセスできる構造 が検討されます。  
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６  現状と課題  

 

三中エリア構想 を検討するに 当たり、 地域市民や活動団体の皆様で構成した田無

第三中学校周辺エリア構想検討 懇談会を開催し、エリア の現状や課題について意見

交換を行い、以下のとおり、まちづくり における 課題を９つに 抽出・整理しました。  

また、 現状から整理した９つの 課題の他に、老朽化に伴う 中学校の複合化等（学

校の建替え）も 含みます。  

 

まちづくりにおける課題の分類  

 

 
中学校の複合化等（学校の建替え）についても  

まちづくりの課題に含まれます。  
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まちづくりにおける 課題の図示 

整理した 課題について、以下の とおり 図示しました。  

課題の解決に向けた方向性の検討  

課題を解決するため、三中エリア構想における まちづくりの方向性を 検討しま

した。  

検討した まちづくりの 方向性は、三中エリアにおけるまちの将来像 （コンセプ

ト） として 整理します。  

 

 

公社西原団地 

学校施設及び西原総合教育施設の多機能化と災害 対応 

高齢者・障 害者の社会参加 

地域スポーツ活動の場の創出  

子育て環境の整備と子供の居場所づくり  

利便性のある行政サービスと身近な相談体制の充実  

地域コミュニティの促進と交流の場の創出  

文華女子高等学校 

西原自然公園 

西原総合 
教育施設 

交通・ ネットワークの形成  

住宅団地の再生 

みどりの保全と自然環境づくり  

中学校の複合化等 

（学校の建替え）  

課題を解決するための  
まちづくりの 方向性 

まちの将来像 （コンセプト）  
実現に向けた検討  

西原グリーン  
ハイツ  
住宅団地 

西原町三丁目 

西原町四丁目 

西原町五丁目 

田無第三中学校 
西原町二丁目 
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７  将来像（コンセプト）  

 

本エリア では、次のように将来 像（コンセプト） を定め、 エリア構想の位置付けの

とおり 第 3 次総合計画や関連計画との整合を図りながら、「 誰もが住み慣れた地域で

安心して暮らしていけるまちづくり 」 を目指します。  

 

 

キーワードに込めた意味  

地域の人々が交流スペース等を通じて自然と集まり、  
ふれあいや交流が生まれる、リラックスできる空間・場所  

防災機能や人々の助け合いを通じて深まる、人と人との絆  

文化・スポーツや学びを通じて、子どもから大人まで、
誰もが成長し続けられる 環境や居場所づくり  

自然に囲まれた リビングのような 空間で  
人々の 笑顔があふれ、心が安らぐ 環境づくり  

集い つながり  豊かに育つ 
みんなのリビング  “にしはらの杜”  
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８  将来像（コンセプト）の 実現に向けた取組方針 

 

三中エリア構想では、 前項（ P17） のとおり 、まちづくりにおける 課題を抽出し、

地域にとって 重要な視点から 9 つの分類に整理しました。  

その上で、課題を解決し、 将来像（ コンセプト ） として「集い  つながり  豊かに

育つ みんなのリビング “にしはらの 杜”」 を設定しました。  

このコンセプトの 言葉一つ一つには、暮らしやすいまちの実現を目指す方向性 と

しての意味 が込められています。  

コンセプトに込められた意味を実現するための具体的な方針を検討します。  

 

 

まちの将来像 （コンセプト） 実現に向けて  
コンセプトの言葉 を通じて それぞれの方針を検討  

まちづくり における 課題を９つに分類  

課題を解決し、暮らしやすいまちをつくるための将来像（コンセプト）を設定 

将来像を実現するための具体的な方針を検討  

■学校施設及び西原総合教育施設の多機能化と災害対応  

■地域コミュニティの促進と交流の場の創出  

■子育て環境の整備と子どもの居場所づくり  

■利便性のある行政サービスと身近な相談体制の充実  

■高齢者・障 害者の社会参加 ■交通・ネットワークの形成  

■地域スポーツ活動の場の創出  ■住宅団地の再生 

■みどりの保全と自然環境づくり  

集い つながり  豊かに育つ  みんなのリビング“にしはらの杜”  

集 い：地域の人々が交流スペース 等を通じて自然と集まり、ふれあいや  

交流が生まれる、リラックスできる空間・場所  

つなが り ：防災機能や人々の助け合いを通じて深まる、人と人との絆  

豊かに育 つ：文化・スポーツや学びを通じて、子どもから大人まで、誰もが  成

長し続けられる環境や居場所づくり  

みんなのリビング：自然に囲まれたリビングのような空間で人々の笑顔があふれ、心  

“にしはらの杜” が安らぐ環境づくり  



21  

 

将来像（コンセプト）の 実現に向けた取組方針の内容 

三中エリア構想に掲げるコンセプト「集い」「つながり」「豊かに育つ」「みん

なのリビング“にしはらの杜”」 それぞれの言葉に込めた 想いから、将来像（コン

セプト） を実現させるための方針を以下の とおり定めます。  

集い、つながり

豊かに育つ

みんなのリビング

“にしはらの杜”

方針１  

 

 

●利用しやすい仕組みを整え、気軽に  

立ち寄り、 交流できる空間 づくり  

●拠点施設へ安心・安全に集まれる  

交通・ ネットワークの形成  

方針２  

 

 

●拠点施設での交流等を通じて、地域に世代  

を超えたつながりを育む  

●誰もが安心して暮らせる 地域を見据えて

防災強化を図り 、地域の良好なコミュニティ

を築く 住環境を確保 

利便性と安全性を備えた集える利便性と安全性を備えた集える

拠点を目指す 

顔と顔が見える関係づくりを通じ、コ

ミュニティ形成と防災の向上を目指す

顔と顔が見える関係づくりを通じ、 コ

ミュニティ形成と防災の向上を目指す  

方針３  

 

 

●多種多様な相談支援・行政 サービスや居

場所を提供し、自分らしく成長し続けら

れる環境づくり  

●文化・スポーツ 等を通じた子どもから大人

までの多世代が成長を続けられる 仕組み 

方針４  

 

 

 

●自然豊かで居心地の良い環境づくり  

●みどりの中心地を考慮した拠点整備を  

検討 

文教ゾーンの特性を活かした多世代

での学びを目指す

文教ゾーンの特性を活かした多世代

での学びを目指す  

みどりと調和した拠点を創出し、安

らげる空間を目指す

みどりと調和した拠点を創出し、安

らげる空間を目指す  
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９  土地利用の基本的な方針  

 

将来像（コンセプト）の 実現に向けた取組方針を踏まえて、核エリアにおけ

る有効的な土地 利用を検討します。  

土地利用については、西東京市都市計画マスタープラン等（以下「都市マス等」

という。） で示す都市構造や方針図に基づき、核エリアにおける 地域コミュニテ

ィや行政サービスの 拠点である田無第三中学校、西原総合教育施設を中心に検討

しま した 。  

上位計画に係る整理  

以下に示されている 都市マス等 の都市構造や方針図を整理し、図示します。  

都市マス等で示される都市構造・方針図等一覧  

将来都市構造 土地利用方針図 みどり・水辺・都市景観方針図  

交通環境整備方針図 防災まちづくり方針図  居住誘導区域 

拠点と居住誘導区域及び公共交通  延焼遮断帯形成状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[拠点・軸 ]  

   中心拠点（田無駅周辺） 

   広域交通軸・広域幹線道路／整備済み 

   広域交通軸・広域幹線道路／未整備 

   幹線交通軸（一般幹線道路）／未整備 

   主要生活道路 

   みどりの中心地 

[みどり ]  
   街路樹のネットワーク  
   主要な公園緑地等 
   生産緑地地区 
[防災] 
   広域・幹線交通軸は「骨格防災軸」 
   及び「延焼遮断帯」の位置付け 

   避難広場 
   避難所 
   福祉避難所 

[土地利用]  

   沿道型市街地地区 新住環境地区 
   低層住宅地区 近隣型商業地区 
   中層住宅地区 商業地区 
[立地適正化計画] 
   農住環境誘導ゾーン 

核エリア核エリア  

都市マス等整理図  
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三中エリア構想における 土地利用の基本的な方針 

上位計画を踏まえ三中エリア構想における土地利用の 基本的な方針を以下

のとおりと します。  

 

[住宅地]  

 核エリアにおける住宅地 には、 主に低層・中層の住宅が多く存在して お

り、 将来的に現状の戸建て住宅と住宅団地を中心とした良好な住環境を

引き続き維持してい きます。  

 

[住宅団地(西原グリーンハイツ 住宅団地)]  

 西原グリーンハイツ住宅団地は住宅団地の再生を図る「新住環境地区」

として位置付けられていることから、「みどりの中心地」である西原自然

公園等と 併せて、自然との調和を図りつつ段階的に再生を図る必要があ

ります。

文華女子高等学校 

西原グリーンハイツ 
住宅団地 

 学校施設として田無第三中学校と文華女子高等学校があり「避難所」である  

 学校施設と西原自然公園は「避難広場」である  

 西原グリーンハイツ住宅団地及び西原自然公園周辺は「みどりの中心地」である  

 西原グリーンハイツ 住宅団地等は住宅団地の再生を図る「新住環境地区」である  

核エリアにおける整理図（拡大図）  



 

 

 

 

 

 

2
4
 

核エリアにおける土地利用  

核エリアにおけるまちづくりを推進する上で、都市マス等の上

位計画の位置付け、懇談会や説明会での市民意見などを踏まえ、

コミュニティ形成と行政サービスの拠点となる田無第三中学校及

び西原総合教育施設における将来的な利用の方向性とともに、拠

点周辺の土地利用について検討します。 

また、西原グリーンハイツ 住宅団地、西原総合教育施設、けや

き保育園及び西原北児童館等の敷地に都市計画法の一団地の住宅

施設の位置付けがされており、現況と異なる土地利用ができない

こと や、 地区計画策定と規制緩和による住宅団地の再生等の懇談 

凡 例 

[拠点] 

   

   みどりと健康づくりの拠点  

[交通・歩行者ネットワーク ] 

   エリア内 外の人々が核エリアに

アクセスするためのネットワーク  

   集まった人々が核エリア 内を安

全・快適に往来するためのネットワ

ーク 

将来的な土地利用検討図 

文華女子 
高等学校 

公社西原団地 

西原グリーンハイツ  

住宅団地 

住宅地区 

田無第三 
中学校 

西原自然公園 

公共公益地区 

会での意見から一団地の住宅施設の廃止も視野に入れて検討を進

めます。  

なお、けやき保育園及び西原北児童館の敷地については、市が

無償で賃借しているため、賃貸人と協議により、核エリアに相応

しい土地利用について敷地の位置付けを勘案しながら定めていき

ます。  

このような検討事項を考慮し、以下のとおり「将来的な土地利

用検討図」として整理しました。  

交通・歩行者ネットワークの構築  

●広域交通ネットワーク から、エリア

内外の住民が核エリアへ快適にア

クセスでき 、緊急車両の動線となる

「交通ネットワーク」の形成  

●拠点間を安全・快適に歩いて往来で

きる「歩行者ネットワーク」の形成  



 

 

土地利用の方針 

 

公共公益地区 

●学校用地としての再利用は行わず、地域の新たな価値を創

出する空間として位置付けます。  

●これまで地域住民が身近な環境でスポーツに親しんできた

経緯を踏まえ、地域住民が生活に身近な場所でスポーツや

健康づくりはもちろん、幅広い活動にも親しめる場とし

て、広場やグラウンド等の活用を検討します。  

●用途を「スポーツ」に限定せず、将来的な地域ニーズの変

化に対応できる、多目的に利用できる空間を目指します。  

 

田無第三中学校 

●エリアの核（拠点）として、以下の項目を踏まえた複合的

な土地利用を図ります。  

●学校施設については、地域コミュニティの醸成や生涯学習

の推進、子どもから大人まで身近な学びや集いの場である

ことを前提に、地域利用 の推進を図ります。  

●校庭、体育館、特別教室、学校プール、図書室（学校図書

館） 等を地域利用に供することが可能となるよう、物理的

な区分けやダイレクトに アクセスできる構造 等を検討しま

す。  

 

 

住宅地区 

●豊かな自然と調和しつつ、住宅を中心とした良好な住環境

の保全を誘導します。  

 

西原グリーンハイツ住宅団地  

●「みどりの中心地」である西原自然公園など周辺の豊かな

自然と調和を図りつつ、団地の再生に合わせた段階的な土

地利用を誘導します。  

 

公社西原団地 

●建替計画に合わせ今後の土地利用との調整を図ります。  

 

文華女子高等学校 

●豊かな自然と調和した良好な環境を誘導しつつ、  今後の

土地利用との調整を図ります。  

 

西原自然公園 

●周りの環境と調和した自然豊かで居心地の良い空間を保全

します。  

25
 

上位計画である都市マス等で示される方針図や三中エリア構想における土地利用の基本的な方針、懇

談会での意見を参考に 、 以下のとおり土地利用の方針を設定します。  
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10  分野横断的な視点によるまちづくり  

 

（１）防災機能の強化  

⚫ 特定緊急輸送道路である新青梅街道（ 西東京都市計画道路3･5･4 号線）から、

田無第三中学校及び西原総合教育施設への動線を確保します。また、動線の確

保に合わせて、必要な敷地の確保や沿道の無電柱化についても検討を行うこと

で、 安全かつ効果的な防災機能の充実を図ります。  

⚫ 田無第三中学校は、避難所であることから学校における防災機能のあり方を整

理した上で、地域特性を考慮した機能・設備を検討していきます。  

⚫ 中学校施設が災害時の拠点となることを踏まえ、自家発電装置、再生可能エネ

ルギー設備を含む非常用発電機等を設置することを基本に検討し、環境にも配

慮し、屋上等の緑化を検討します。  

⚫ 施設の地域開放に当たっては、セキュリティ対策を重視した動線を検討します。  

 

（２）周辺環境の整備  

⚫ 既成市街地への通過交通の抑制を行い、田無第三中学校と西原総合教育施設等

をつなぐ拠点間の安全・快適 な歩行者動線及び通学路を確保します 。  

⚫ エリア構想の実現により核エリアのイノベーションの創出が図られることを想定

し、エリア内外からのアクセス性を高める「交通ネットワーク」の形成を図 ります。  

⚫ 核エリアにおける土地利用（ P24） に示す今後の方向性の検討に当たっては、 位

置付ける方針に基づき、都市計画制度（都市施設、地区計画、用途地域等） を

活用しながら、まちづくりを進め ます。  

⚫ 当該地区の特性を踏まえ、一団地の住宅施設の廃止も視野に入れて都市計画の

活用検討を進めます。  

 

11  市民主体のまちづくりの推進  

 

中学校を中心として、多様な世代の市民、市民活動団体、事業者等が主体的に集

い、日頃から住民同士が支援し合える関係づくりや 課題を地域で解決できるまちづ

くりを推進します。  

そのためには、地域コミュニティの再構築及び活性化を図り、 課題の解決に取り

組めるよう、 地域住民や団体等が市と連携・協働してい きます。  

また、次世代を担う若者の新しい発想や感受性を尊重し、その視点や行動力をま

ちづくりに活かすことが、まちの活性化につながっていくことから、若者 の積極的

な参画を推進し、エリアの創生 を図ります。  
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１  田無第三中学校周辺エリア構想関連資料  

１ -１  懇談会会員名簿 
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1-2 懇談会設置要綱 

田無第三中学校周辺エリア構想検討懇談会設置要綱 

第１ 設置 

西東京市第３次基本構想・基本計画による学校を核としたまちづくりの推進に向け

て、西東京市立田無第三中学校の周辺におけるまちづくりの基本的な方針となる田無

第三中学校周辺エリア構想（以下「構想」という。）の策定について必要な事項を検討

するため、田無第三中学校周辺エリア構想検討懇談会（以下「懇談会」という。）を設

置する。 

第２ 所掌事項 

懇談会は、構想の策定に関する事項について検討及び意見交換を行い、提言を取

りまとめる。 

第３ 組織 

懇談会の委員は、次に掲げる者及び企画部公共施設マネジメント課長（以下「マネ

ジメント課長」という。）をもって構成する。 

(1) 田無第三中学校の通学区域の住民 １人 

(2) 田無第三中学校の通学区域の在勤者 １人 

(3) 田無第三中学校の通学区域で活動する地域活動団体の会員等 ３人以内 

(4) 田無第三中学校に設置する消防団員 １人 

(5) 田無第三中学校出身で年齢 18歳から 39歳までの者 １人 

(6) 田無第三中学校の通学区域にある保育園の保護者が属する保育連絡共有会の

委員 １人 

(7) 田無第三中学校の通学区域を担当する民生委員 １人 

(8) 田無第三中学校の通学区域に設置する学校運営協議会委員 １人 

(9) その他市長が必要と認める者 ２人以内 

第４ 任期 

  懇談会の委員の任期は、構想の策定が完了するまでとする。ただし、委員に欠員が生

じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第５ 会議 

懇談会に座長を置き、マネジメント課長をもって充てる。 

２ 座長は、会務を総理し、懇談会を代表する。 

３ 座長は、必要があると認めるときは、懇談会に委員以外の関係者の出席を求め、説明

又は意見を聴くことができる。 

第６ 会議の傍聴 

懇談会の会議は、原則として傍聴することができる。 

２ 懇談会の会議の傍聴者は、５人以内とする。ただし、座長が必要と認めるときは、

これを変更することができる。 
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３ 前２項に規定するもののほか、懇談会の会議の傍聴に関し必要な事項は、座長

が別に定める。 

第７ 謝金 

第３第１号から第９号までに規定する委員が懇談会の会議に出席したとき

は、予算の範囲内で謝金を支払う。 

第８ 庶務 

懇談会の庶務は、企画部公共施設マネジメント課において処理する。 

第９ その他 

この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、令和７年５月７日から施行する。 
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２  懇談会検討経過 ※グループワーク等で出た意見全文を掲載しています。  

2-1 委員それぞれが感じる地域の現状・課題 （第２回懇談会 ）  

地域の現状及び課題について意見をいただき、課題を９つに分類しました。  

また、９つの課題から 三中エリア構想のコンセプト案を作成しました。  

 

2-2 三中エリア構想のコンセプト修正案（第３回懇談会） 
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コンセプト案「人もみどりも豊かな杜で学びながら、スポーツを親しむ

地域づくり」に対し、３グループに分かれて委員と意見交換を行い 、 コン

セプト修正案を作成しました。  
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資-9 

 

2-3 三中エリア構想のコンセプト（ 第４回懇談会）  

コンセプト修正案「集い 、つながり 、育つ、心と体が豊かになる、みどりの杜“西

原リビング”」に対して意見をいただき 、最終的なコンセプトを作成しました。  
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2-4 核エリアにおける土地活用と建替え後の中学校の利用方法の方向性（第４回懇談会） 

今後老朽化等により空地となる西原総合教育施設の土地利用の方向性と合わせ

て、複合化等を想定するけやき保育園及び西原北児童館の敷地も方向性について

話し合いました。  

また、 複合化等される田無第三中学校の利用方法についても話し合いました。 
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2-5 将来像実現に向けた方針 (第５回懇談会 )  

三中エリア構想に掲げるコンセプト「集い」「つながり」「豊かに育つ」

「みんなのリビング“にしはらの杜”」それぞれの言葉に込めた想いから、将

来像（ コンセプト） を実現させるための 方針について話し合いました。   
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３  懇談会だより  
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４  田無第三中学校出前授業 
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